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秋田内陸線駅管理運営業務委託 
応募型プロポーザル審査要領 

 
 
１　目的 
　　この要領は、秋田内陸線駅管理運営業務委託の契約候補者を選定するため、提案者の

審査方法を定めることを目的とする。 
 
２　審査の対象となる事業者 
　　審査は、次の各号をすべて満たす業者を対象に行う。 

(1) 別紙「秋田内陸線駅管理運営業務委託応募型プロポーザル実施要領」（以下 
「実施要領」という。）に規定するプロポーザル参加資格に該当する者 

　　(2)　実施要領に規定する期限内に必要なすべての書類を提出した者 
　　(3)　実施要領により適正に書類を作成した者 
 
３　審査方法 
　　(1)　審査は当市職員及び外部学識経験者で構成される審査委員会により行う。 
　　(2)　審査にあたっては、プレゼンテーション及び業務計画書等の内容について、審査 
　　　　委員が評価した点数の合計により審査する。 
　　(3)　次の合計点が最も高い提案者を契約候補者として選定する。同点となった場合は、　 
　　　　業務計画書の評価が高い者を契約候補者として選定する。 
　　　　　①　業務計画書の評価 
　　　　　②　見積書による評価 
　　(4)　契約候補者が辞退した場合又は契約候補者がその資格を喪失した場合は、次点者 
　　　　を契約候補者として選定する。 
　　(5)　提案者が１社のみの場合でも審査は実施する。 
 
 
４　評価方法 
　　(1)　業務計画書の内容 
　　　　　①駅運営に関する計画の評価 
　　　　　②駅舎等の管理に関する計画の評価 
　　　　　③観光関連施設としての地域活性化への貢献に関する評価 
　　(2)　見積書による評価 
　　　　　見積価格評価基準の１～４の区分により点数化し、見積書の額面が、8,646,000 
　　　　円（消費税及び地方消費税額を含む）を超える場合は失格とする。 
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５　契約候補者の決定方法 
　　上記「３審査方法(3)の①及び②」の合計で、最も得点が高い上位１者を契約候補者と 
　して選定し、２番目に得点が高かった者を次点者として選定する。 
 
６　最低基準点 
　　契約候補者への業務委託が、効果的なものとなるか否かの判断のため、最低基準点を 
　設ける。 
　(1)　最低基準点は、審査委員による全員の合計点の５割とする。 
　(2)　最低基準点を下回る提案事業者については、契約候補者としない。 
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秋田内陸線合川駅管理運営業務委託　応募型プロポーザル評価表 
 

　　　　 
 
 

 

 
 
 
 
 

 項目 内容 係数 評価点 得点

 １ 業務計画書

 (1) 駅運営に関する計画について　　　　　　　　　　　　　　　　　小計　　／４０

 ① 駅運営についての高い業務品質や効率

性の確保に関する評価

４ 1・2・3・4・5 　／20

 ② 駅及び内陸線利用者の増加に向け、高

い効果が期待できる提案に関する評価

２ 1・2・3・4・5 　／10

 ③ 本業務に対応する適正な人員配置かど

うか。また、緊急時の対応や事故防止

への取り組みに関する評価

２ 1・2・3・4・5 　／10

 (2) 駅舎等の管理に関する計画について　　　　　　　　　　　　　　小計　　／２０

 ① 駅舎等の管理費の縮減（省エネ）に関

する効果的な提案に関する評価

２ 1・2・3・4・5 　／10

 ② 市内事業者の活用の見込、地域経済の

循環についての考え方についての評価

２ 1・2・3・4・5 　／10

 (3) その他特記事項について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小計　　／１０

 ① 観光関連施設としての戦略と地域活性

化への貢献に関する評価

２ 1・2・3・4・5 　／10

 (4) プレゼンテーション評価　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小計　　／１０

 ① 分かりやすく工夫して説明していたか ２ 1・2・3・4・5 　／10
 ２ 見積書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小計　　／２０

 (1) 見積価格 5・10・15・20 　／20

 提案事業者名

 

 審査委員名

 

合計得点 
 
　　　　　　　／100 
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【評価点基準】 

 
【見積価格評価基準】 
見積価格の評価は、以下のとおりとする。なお、最低価格提示者は、１～４の区分に関わ

らず、20点とする。 

 評価点 判断基準

 １点 指定した記述項目が網羅されていないか、網羅されていても創意工夫がみら

れない。

 ２点 内容に不足している点がある。

 ３点 平均的な内容である。

 ４点 提案内容が優れている。

 ５点 提案内容に創意工夫があり、非常に優れている。

 区分番号 価格帯（税込） 点数

 １ 8,646,000円以下　～　8,550,000円以上 ５点

 ２ 8,550,000円未満　～　8,450,000円以上 10点
 ３ 8,450,000円未満　～　8,350,000円以上 15点
 ４ 8,350,000円未満 20点


